
委員会報告事項等について

令和８年度第１回庁議（令和８年4月３日） ⑤／ 報告事案 【企画部】

部 局 報告事項 概 要 対 応

総務部 令和8年4月1日現
在の職員数につい
て

▶中央区職員定数条例に基づく職員数

▶公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例に基づく派遣職員数
職員数9人（上記（B）に含まれる）
・一般財団法人中央区都市整備公社 5人
・公益財団法人中央区勤労者サービス公社 2人
・社会福祉法人中央区社会福祉協議会 1人
・地方税共同機構 1人

委員会報告
・企画総務委員会

庁議及び本部会議付議済みの案件を除く委員会報告事項等1

【議会対応】 対応欄のとおり【プレス発表】 なし

区分 条例定数 令和8年4月1日 令和7年4月1日 対前年増減
区長の事務部局の職員 1,487 1,470 1,391 79
議会の事務部局の職員 18 14 14 0
教育委員会の事務部局及び所管に属する職員 278 237 234 3
選挙管理委員会の事務部局の職員 9 7 8 △ 1
監査事務部局の職員 8 5 5 0

計（A） 1,800 1,733 1,652 81
定数外の職員数（派遣、育児休業、休職者）（B） 105 109 △ 4

合計（A+B） 1,838 1,761 77


